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西宮市子ども・子育て会議  

第3回 評価検討ワーキンググループ 審議事項 

 

 

議事（１） 次世代育成支援行動計画（後期計画）の評価について 

① 次世代育成支援行動計画（後期計画）について、基本理念、施策体系、進行管理等について概

要説明を行うとともに、次世代育成支援対策支援法の改正について事務局から説明を行う。 

② 次世代育成支援行動計画（後期計画）の平成２５年度における進捗状況について、事務局から

説明する。 

③ 第３回及び第４回の評価検討ワーキンググループにおいて、どのように評価を進めるか等評価

方法について協議する。 

④ 上記の評価方法に基づき第３回の評価を行い、意見をまとめる。 

 

 

以 上 

 

 

 



 ２

 

西宮市次世代育成支援行動計画（後期計画）について 

 

１．計画の概要 

（１）日本における少子化の流れを変えるため、「次世代育成支援対策推進法」が制定され、総

合的、集中的な少子化対策として、次世代育成支援の観点から各自治体が行動計画を策定

することが義務付けられた。 

この行動計画は、全体の計画期間を平成17～26年度の10年間としており、さらにそ

れを平成17～21年度までを前期、平成22～26年度までを後期の計画期間として、そ

れぞれに分けて策定した。後期計画策定の際は、前期計画に係る必要な検証や、さらに社

会・経済情勢、子どもを取り巻く環境の変化、西宮市の状況等に対応して、平成22年３

月に後期計画を策定した。 

この後期計画の着実な推進を図るため、次世代育成対策推進法（平成15年法律第120 

号）第８条第７項に基づき、計画の点検・評価を行っていく。 
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（２）平成２４年８月に子ども・子育て支援法（以下、「支援法」という。）が成立したこと

により、市町村・都道府県において「子ども・子育て支援事業計画」の策定が義務付けら

れた。 

これにより、市町村行動計画（次世代育成支援行動計画）の策定は任意化され、市町村

行動計画と子ども・子育て支援事業計画の双方を作成する場合には、一体のものとして作

成することが可能となった。 

   

（３）平成２６年４月１６日、「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育

成支援対策推進法等の一部を改正する法律」が成立したことに伴い、平成２７年３月３１

日までの時限立法であった法律の有効期限が平成３７年３月３１日まで１０年間延長され

ることとなった。 
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H27.4～H32.3 

～H27.3まで 
子ども・子育て支援

事業計画の中間見直

しに合わせ、次世代

育成支援行動計画と

一体的な計画を策定

延 長 

 

平成 29年度に予定している子ども・子育て支援事業計画の中間見直

しと合わせて、次世代育成支援行動計画を計画に盛り込んでいく。 

次世代育成支援行動計画に掲げる６つの基本目標と２７７の個別事業 

のうち、計画に盛り込むべき事業などを、平成 27年度以降、子ども・

子育て会議での意見を踏まえながら検討していくこととする。 

理念を引継ぐ 

中 

間 

見 

直 

し 
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２．計画の基本的な考え方 

 

（１）基本理念 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）基本目標 

 

 

 

  子育てについての悩みや精神的な不安、肉体的・経済的な負担などの軽減に向けた取組み

を子育て支援サービスの充実により各方面から進めます。 

また、世代間交流やふれあい事業等を通して人と人とのつながりが深まっていくよう、子

育てサークルなど地域における自主的な活動を支援し、活性化を図るとともに、地域の子育

てネットワークの構築をめざします。 

 

 

 

   妊娠及び出産が希望に沿った形で安全に安心して行えるよう取り組みを進めるとともに、 

男女がともに協力して生み育てる意識を育みます。 

 また、出産後の育児不安を軽減し、自信とゆとりを持ち安心して子育てができ、子どもが

健やかに成長できるよう、母子保健事業をはじめ食育の推進や小児医療の充実などに努めま

す。 

 

 

 

 

 

子どもが輝くまち・人にやさしいまち にしのみやへ 

～ 子育てするなら 西宮 ～ 
 

  子どもや子育て世代の思いや意見を尊重するまち、子育て家庭を支えるまちは、子ど 

 もの輝く笑顔につながります。わたしたちは、子どもの笑顔があふれるよう、“子どもの 

笑顔がいきいきと輝くまち にしのみや” をめざします。 

  また、地域全体で子どもを見守り、支えあう心温かなまち、子育て家庭にやさしいま 

ちは、高齢者や障害のある人などすべての人にとって暮らしやすいまちにつながります。 

あらゆる人がいきいきと輝けるよう、“すべての人にやさしいまち にしのみや”を 

めざします。 

 

基本目標１ 地域における子育てを支えるまちづくり 

基本目標２ 母と子の健康を支えるまちづくり 



 ５

 

 

   男女がともに協力して子育てをしながら働くことができるよう、社会の就労環境の変化や

多様な就労形態に配慮しつつ、保育サービスの充実を図ります。 

   また、仕事と家庭生活の調和がとれるよう働き方の見直しを行う、いわゆる「ワーク・ラ

イフ・バランス」の推進を企業等とともに進め、働きながら安心して子育てができる環境づ

くりに取り組みます。 

 

 

 

 

   人間関係の希薄化や規範意識が低下する中で、次代を担う子どもたちが、いのちを大切に

し、人権を尊重する意識を高め、確かな学びを身につけるよう、学校教育と社会教育の連携

を強化し、教育環境の充実に努めます。 

また、家庭や地域の子育て力を高めるため、幅広い情報と学習機会の提供に努めます。 

 

 

 

 

  子どもや妊産婦、乳幼児連れの子育て家庭をはじめ、だれもが安全・安心・快適に暮らせ

るよう、ユニバーサルデザインの考え方に基づいた住まい・まちづくりの誘導、施設整備を

進めるとともに、道路や公共交通機関のバリアフリー化などの推進に取り組みます。 

 

 

 

   子どもの最善の利益が尊重されるように、虐待、いじめ、不登校などの解消に積極的に取

り組むとともに、子どもを犯罪や事故等の被害から守るための安全対策を進めます。 

  さらに、子ども自身が自らの権利に対する意識を持ち、自らを守る力を養うことができるよ

う取り組みを進めます。 

   また、障害児施策とりわけ発達障害や、ひとり親家庭への対応など、社会的養護を必要とす

るすべての子どもへの支援を行います。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標３ 子育てと仕事の両立を支えるまちづくり 

基本目標４ 教育環境の充実と健全育成のまちづくり 

基本目標５ 子育て家庭にやさしいまちづくり 

基本目標６ 子どもの権利と安全を守るまちづくり 



※ 重点施策の主な取組み欄の【　】内数値は、各項目に属する事業数です。

基本目標１　地域における子育てを支えるまちづくり

１章 子育て支援サービスの充実 １節 子育て家庭への支援制度の充実 ① 「地域子育て支援拠点事業」の全市展開 ① 地域子育て支援拠点事業（ひろば型）の拡充　【２】

２節 子育てについての相談体制の充実 ② 大学と連携した地域子育て支援拠点事業（ひろば型）の展開　【１】

３節 子育て交流の場づくり ③ （仮称）地域子育て支援拠点事業連絡協議会の設置　【１】

４節 子育て支援の総合調整の取り組み ④ 子育て総合センターの機能強化　【２】

２章 子どもを健やかに育む環境づくり １節 子どもの遊び場・居場所づくり ② 子どもの遊び場・居場所づくり ① 児童館・児童センターの機能強化　【２】

２節 地域との協働で進める子育て支援の推進 ② 学校体育施設の開放　【１】

３節 ふれあい・体験等を通じた育成活動の推進 ③ 社会教育施設や学校施設を活用した子どもの育成　【２】

３章 経済的な支援の充実 ④ 公園等の遊び場づくり　【２】

③ 地域での子育てネットワークづくり ① 子育てサークルなどの自主活動への支援　【１】

② 子ども・子育て支援ネットワークの充実　【１】

③ 地域団体との連携　【１】

④ 総合的な子育て支援体制の充実 ① 子育て情報の総合的な提供、子育ての情報提供のあり方の検討　【２】

② 子育て情報のより効果的な提供　【３】

③ 子育てに関して総合的な対応・調整を行う体制づくり　【２】

⑤ 父親の育児参加の促進 ① 父親向けの講座やイベントの充実　【２】

② 父子手帳の発行及び活用　【１】

基本目標２　母と子の健康を支えるまちづくり

１章 子どもや母親の健康の確保 １節 安心して妊娠・出産ができる環境づくり ⑥ ① 妊娠・出産に係る経済支援の充実　【２】

２節 育児不安の解消や子どもと母親の健康確保 ② 保健福祉センターの充実　【４】

２章 食育の推進 １節 食生活に関する学習機会や情報の提供 ③ 妊産婦への支援の充実　【３】

２節 子どもによる食事づくり等の体験学習の提供 ④ 予防接種の効率的な実施　【１】

３章 思春期保健対策の充実 ⑦ 食育の推進 ① 母親への食育事業の充実　【２】

４章 小児医療の充実 ② 子どもへの体験学習の充実や学校教育での食育の推進　【４】

③ 食育に関する普及啓発　【２】

基本目標３　子育てと仕事の両立を支えるまちづくり

１章 保育サービスの充実 １節 保育所の待機児童解消 ⑧ 保育所の待機児童解消 ① 保育所受入枠の拡充　【２】

２節 多様な保育サービスの充実 ② 新たな待機児童対策への取り組み　

３節 保育サービスの質の向上 ③ 保育所と幼稚園などを一体とした待機児童対策の実施

４節 留守家庭児童育成センターの充実 ⑨ 保育サービスの充実 ① 多様な保育サービスの取り組み　【４】

２章 仕事と生活の調和の実現 １節 働きやすい環境づくりの推進 ② 保育の質の向上　【４】

２節 子育て世代等への就労支援 ③ 認定こども園　【１】

⑩ ワーク・ライフ・バランスの推進 ① ワーク・ライフ・バランスについての意識啓発　【１】

② 好事例企業の紹介や各種制度助成金等の周知　【１】

妊娠期から乳幼児期における連続した支援体

３．施策体系と重点施策

施　　策　　体　　系 重　点　施　策 重点施策の主な取組み

制の強化

} 【１】
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基本目標４　教育環境の充実と健全育成のまちづくり

１章 次代の親の育成 ⑪ 次代の親の育成 ① 異年齢交流の促進　【３】

２章 子どもの生きる力の育成 １節 確かな学力の向上 ② 学校における授業等による取り組み　【１】

２節 豊かな心と健やかな体の育成 ⑫ 「学校・家庭・地域総がかりの教育」の推進 ① 学校サポートにしのみやの充実　【１】

３節 信頼される学校づくり ② 教育連携協議会の活用　【廃止】

４節 教育環境の整備 ③ 学校評価の充実　【１】

５節 幼児教育の充実 ⑬ 幼稚園・保育所・小学校・中学校の連携の推進 ① 就学前児童を一体とした幼児教育の推進　【３】

６節 特別支援教育の充実 ② 幼稚園・保育所・小学校連携の推進　【１】

３章 家庭や地域の教育力の向上 １節 家庭教育への支援の充実 ③ 小学校・中学校のつながりのある教育の推進　【１】

２節 地域社会における教育力の向上 ⑭ 学校施設の充実 ① 学校施設の整備　【２】

② 教育環境の整備　【１】

基本目標５　子育て家庭にやさしいまちづくり

１章 良好な住宅・住環境の整備 ⑮ 子育てを支援する生活環境の整備 ① 子育てに適した住宅の確保　【１】

２章 安全で安心な移動空間の確保 １節 安全な道路交通環境の整備 ② 住まいに関する相談・情報提供　【１】

２節 安心して外出できる環境の整備 ③ 安心・安全な住まいの整備　【１】

⑯ 安心して外出できるまちづくりの推進 ① ユニバーサルデザインのまちづくり　【１】

② バリアフリー化の推進　【３】

基本目標６　子どもの権利と安全を守るまちづくり

１章 子どもの権利擁護の推進 １節 児童虐待防止への取り組み ⑰ 児童虐待防止対策の強化 ① 要保護児童対策協議会の体制強化　【２】

２節 ひとり親家庭等への支援 ② 児童福祉と母子保健との連携　【２】

３節 障害児施策の充実 ⑱ ひとり親家庭等への支援強化 ① 母子家庭等就労・自立支援センターの設置　【１】

２章 子どもを取り巻く有害環境や課題解決 １節 課題を抱える子どもへの支援体制の整備 ② ひとり親家庭等への自立支援の推進　【３】

への取り組み ２節 有害環境対策の推進 ⑲ 発達障害などへの総合的な支援体制の確立 ① 早期支援体制の確立　【３】

３章 子どもの安全の確保 １節 子どもの交通安全の確保 ② 切れ目の無い支援体制の構築　【１】

２節 ③ 教育支援の充実　【３】

３節 被害に遭った子どもへの支援体制の充実 ④ 発達障害などの障害児に関する一体的な支援体制の検討　【１】

⑳ 子どもの安全対策の推進 ① 子どもが交通事故や犯罪被害等に巻き込まれない力を育むための取り組み　【２】

② 子どもを非行や犯罪から守る取り組みの推進　【２】

子どもを犯罪等の被害から守るための取り組み

施　　策　　体　　系 重　点　施　策 重点施策の主な取組み
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 ８

４．計画の進行管理 【計画書：P102】 

 

（１）各年度、各事業担当課において担当事業にかかる実施状況の集約と評価・検証を行う。 

（２）各事業担当課からの報告に基づき、計画全体の進捗状況の取りまとめ、あわせて評価・

検証を行う。 

（３）（２）でまとめた行動計画の進捗状況と評価・検証結果を、学識経験者や関係団体、市

民等の外部委員からなる西宮市子ども・子育て会議（評価検討ワーキンググループ）に報

告し、第三者的な立場から計画の推進にかかる評価及び意見・提言を受ける。 

（４）西宮市子ども・子育て会議（評価検討ワーキンググループ）から受けた意見・提言を踏

まえ、「西宮市次世代育成推進会議」が計画の進行管理を行い、計画の着実な推進を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

【計画の評価方法】 【計画書：Ｐ102～Ｐ106】 

１計画全体の評価 

 ・評価指標により計画全体の評価を行う。 

   （統計的なデータ等による客観的な指標） 

 

２重点施策等を中心に評価 

・重点的、優先的に取り組む必要のある重点施策等の取組み内容や推進体制等について、第三

者的な立場から評価、提言等を行い、施策の推進に反映させる。  

 

Ｄｏ 
【実行】 

Ｃｈｅｃｋ 
【評価・検証】 

Ａｃｔｉｏｎ 
【改善・行動】 

Ｐｌａｎ 
【計画策定】 

庁内各担当課 

次世代育成推進会議 
（庁内組織） 

庁内各担当課 

子ども・子育て会議 

（評価検討ＷＧ） 

 

評価・検証に当たっての視点 

①計画の方向性（目標）及び事業目的の実現

に向けた取組みができているか 

②市民や地域のニーズ把握に努め、ニーズに

対応した事業が実施できているか 

③実施回数や参加者数等、評価指標となる数

値が伸びているか 

④費用対効果の視点からみて成果は上がって

いるか 

⑤関係者、関係機関等との連携、協働体制は

取れているか 

⑥広報、案内等が効果的に実施できているか、

事業対象者に届いているか 



 ９

 ※参考  

 

・平成24年度に評価委員会において取り上げた評価対象項目 

平成２３年度未達成事業について 

・平成25年度に評価検討ワーキングにおいて取り上げた評価対象項目 

   平成２４年度特定項目及び基本目標（１）、（３）、（６）について 

 


